
根室市は、日本本土の最東端、
太平洋とオホーツク海に突き出
た半島と、その付け根にあたる
分から成り立ちます。
独自の気候や風土が育んだ原

始の自然が数多く残る根室は、
360種類以上の野鳥が観察でき

ることから、『野鳥の聖地』といわれている一
方で、海に囲まれた地形ゆえに古くから漁業の
盛んな町であり、なかでもサンマの漁獲量は日
本一を誇ります。

根室市の奨学金返還支援の取組 返還支援型

根室市について

奨学金返還支援制度について

根室市内の中小企業等に正社員として就職した場合に、奨学金返
還の支援をいたします。
対象者
次の条件をすべて満たす方
（１）令和７年４月１日以降に市内企業に正社員として採用され、

勤務する方で、５年以上継続して勤務する意思がある方
（２）大学等在籍中に、奨学金の貸与を受け、計画的にその返還を

している方
（３）根室市内に住所を有し、市税の滞納がなく、暴力団関係者で

はない方
助成金額および助成期間
年間最大24万円を、最長5年間支援いたします。
※年度ごとに申請が必要になります。
申請受付期間
要件を満たす方については、随時受付しております。
ホームページ

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/
（右QRコード）

お問い合わせ先
根室市役所 水産経済部 商工労働観光課 商工労政担当
電話：0153-23-6111（内線2222） FAX：0153-24-8692
E-mail：suk_kankou@city.nemuro.hokkaido.jp

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/

